
青ヶ島村教育委員会 

「旧名主・佐々木家文書」デジタル化資料送信サービス 

青ヶ島村教育委員会では、村指定有形文化財である「旧名主・佐々木家文書」のデジタル化資料を公表

しています。利用するには、利用規約に同意していただき、申請書を送っていただきます。どなたでも利

用できるサービスですので、ぜひご活用ください。 

旧名主・佐々木家文書について 

 「旧名主・佐々木家文書」は、佐々木次郎太

夫の末裔である佐々木家に所蔵された３冊の

史料「青ヶ島諸覚」「八丈島小島青ヶ島年代記」

「青ヶ島大概帳」の総称です。この文書は、所

有者から青ヶ島村教育委員会に寄贈されたも

のです。資料の補修や表紙の装丁は『青ヶ島島

史』の著者である小林亥一氏の尽力によるもの

です。 

 ①「青ヶ島諸覚」（あおがしましょおぼえ） 

 この「青ヶ島諸覚」には、宝暦９（1759）年２月から天保１１（1840）年３月までの記録が収められてい

ます。その内容は、青ヶ島から八丈島役所へ差し出した諸届、願書その他の控です。この史料は、八丈島役所

に保管されていた「控」を写したものであり、青ヶ島の還住の歴史が記された青ヶ島唯一の史料です。江戸後

期の噴火の実態と、災害から復興までを克明に記録したものであり、災害とそこからの復興を考える上で、一

離島の経験にとどまらず、日本全体で共有すべき文献であり、現代的な意味も大きいです。災害史や復興史に

おいても重要です。 

 ②「八丈島小島青ヶ島年代記」（はちじょうじまこじまあおがしまねんだいき） 

 「八丈島小島青ヶ島年代記」は数種確認されており、本史料は旧名主・佐々木家に伝わる写本であるため「青

ヶ島本」と通称されています。内容は１５世紀半ばから、１９世紀半ばまでの約４００年にわたる八丈島、八

丈小島、青ヶ島の断片的歴史が書かれたものです。内容の過半は、天災による地震・津波・風水害・噴火・漂

流・飢饉などの記事で、あとの約半分は、人災による疫病、流人・貢税などの他にそのつどそれらの天災・人

災に対処してきた島人達の功罪を粉飾を加えずに記載しています。「青ヶ島本」は他のものに比べて記述が正確

で、記載量も多いため、八丈島、八丈小島、青ヶ島３島の歴史の概要を知るには、まとまった文献といわれて

います。また、離島の有する高いレジリエンスを確認することができる史料として、今日的な意味も大きいで

す。 

③「青ヶ島大概帳」（あおがしまたいがいちょう） 

 表紙に「青ヶ島大概帳」と記された「反別帳」（土地の所有者、所在地、面積、年貢の額等の台帳）です。こ

れにより、記録された時点での青ヶ島の生産力の規模を推定することができます。この史料の作成年は記され

ていないが、記述されている内容から、「天明の別れ」（天明５（１７８５）年）以前の土地の記録と考えられ

ます。中央から遠く離れた地域にまで幕府の支配がしっかりと及んでいたことを示すものであり、江戸期の地

方行政を理解する上でも重要な史料と考えられます。 

 以上の３冊の古文書は、村の歴史を調べるうえで欠かせないものであり、この先保存し活用する必要のある、

村にとって学術上価値の高いものです。 

 



令和６年１１月２８日 

 

「旧名主・佐々木家文書」デジタル化資料送信サービス 利用規約 

 

この利用規約（以下「本規約」といいます。）は、青ヶ島村教育委員会（以下「教育委員会」

といいます。）が提供する「旧名主・佐々木家文書」デジタル化資料送信サービス（以下「本

サービス」といいます。）の利用に関する条件を定めるものです。 

 

１ 適用 

（１）本サービスを利用するためには本規約への同意が必要です。 

（２）本サービスの利用に当たっては、著作権法（昭和 45年法律第 48号）のほか、本規約

で定める事項を遵守してください。これらの事項に違反した本サービスの利用者（以

下単に「利用者」といいます。）に対し、教育委員会は本サービスの利用を制限、中止

又は停止することができるものとします。 

 

２ 本サービスの概要 

本サービスは、利用者自身の端末等を用いてインターネット経由で閲覧できるサービスで

す。 

 

３ 本サービスの利用者 

本サービスは、申請書を教育委員会に提出し、受理された者で本規約に同意した方を対象

とするサービスです。 

 

４ 個人情報の取扱い 

（１）教育委員会は、本サービスの適正な運用及びサービス向上に資するため、本サービス

における利用者の利用情報を取得し、一定期間保有します。 

（２）教育委員会の個人情報の取扱いについては、「青ヶ島村個人情報保護条例」に準拠して

います。 

 

５ 禁止事項 

本サービスの利用に関し、利用者の次の行為を禁止します。 

（１）著作権者の許諾なく送信資料の電子ファイルを送信又は転載する行為。例えば次の行

為が該当します。 

（ア）送信資料の電子ファイル（スクリーンショット等により取得したものを含む。）を

メール等で送信すること。 

（イ）送信資料の電子ファイル（スクリーンショット等により取得したものを含む。）を

インターネット上のサイトにアップロードすること（SNS等への投稿を含む。）。 

（２）著作権法の規定に反して、受信装置を用いて送信資料を公に伝達する行為。例えば次

の行為が該当します。 



（ア）営利を目的として、又は閲覧する者から料金を徴収して、送信資料をディスプレ

イ等に表示し、公衆に閲覧させること。 

（イ）公共の施設以外で、送信資料を著作権法施行令（昭和 45年政令第 335号）で定め

る大きさを超える大きさでディスプレイ等に表示し、公衆に閲覧させること。 

（３）申請書を受理された本人以外の者が利用する行為。 

（４）著作権法、民法その他の法令に違反する行為又は教育委員会が不適切と判断する行為 

 

６ 利用者の責任 

利用者は、自己の責任において本サービスを利用するものとし、送信資料に対して行った

一切の行為及びその結果について全ての責任を負うものとします。 

 

７ サービスの変更及び教育委員会の免責 

教育委員会は、災害等による情報システムの停止、情報システム又は電気通信設備の改修

等の教育委員会の責めに帰すことができない事由が発生した場合、事前に通知することなく、

本サービスの内容を変更し、又は本サービスの全部若しくは一部の提供を中止又は停止する

ことができるものとし、これによって利用者に生じたいかなる損害についても責任を負いま

せん。 

 

８ 規約の変更 

教育委員会は、教育委員会が必要と判断する場合、事前に通告することなく、いつでも本

規約を変更することができるものとします。本規約を変更した場合、教育委員会は、変更後

の本規約の内容及び効力発生日を、教育委員会の定める方法で利用者に通知します。 

 

  



年  月  日  

青ヶ島村教育委員会 教育長 殿 

 

利 用 者 申 請 書 

次のとおり、「旧名主・佐々木家文書」デジタル化資料送信サービスを申請します。 

１ 
（ふりがな） 

氏  名 
 

２ 所  属  

３ 生年月日 年    月    日    

４ 住  所 

〒 

 

５ 電話番号  

６ メールアドレス  

 

「旧名主・佐々木家文書」デジタル化資料送信サービス利用規約に同意します。 

 

令和  年  月  日  本人氏名（自筆署名） 

 

 

 

 

 

 

青ヶ島村教育委員会使用欄 

受理年月日  受理番号  

担当  備考  

 

 

◆申請書を記入し、下記の連絡先にメールか郵送でお送りいただければ、受理決定後メール

にて資料を送ります。 

青ヶ島村教育委員会   〒100-1701 東京都青ヶ島村無番地  

E-mail：aogashima_kyouiku@vill.aogashima.tokyo.jp 


